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英国自治体における会計報告書の

ベスト・プラクティスに関する分析
――地方自治体版 SORP（2008年度版）をベースとして――

遠 藤 尚 秀

要 旨

本稿は,英国自治体で2009年に公表された会計報告書（2008年度版）について，

その記載内容等を分析することを意図している。まず，2010年�月まで SORP と

BVACOP という会計規範が，会計報告書作成の判断基準として機能していたこと

と，会計報告書の承認・公表時期等の実態を明らかにした後に，財務諸表情報・記

述会計情報・ガバナンス関連情報に区分して分析した。その結果，特に財務諸表そ

のものにくわえて，注記事項および序文により財務情報がかなり詳細に補足されて

いる点と会計報告書そのものにコーポレート・ガバナンスの諸要素が組み込まれて

いる点が明らかとなった。本稿は，きたるべきわが国の地方自治体財務報告制度改

革への準備的考察と位置づけられるものである。

Ⅰ は じ め に

わが国の総務省および内閣府に設置されている諸会議において，地域の自主性を高める

観点から地方自治体のあり方や地方自治法の抜本改正等が審議されている。ひもつき補助

金の一括交付金化を含め，地方自治体における権限の拡大が推進されようとする反面，地

方自治体はより一層公的説明責任の遂行やコンプライアンスの遵守が求められている。

しかしながら，夕張市に代表される地方自治体における財務の健全化が急務とされる一

方で，少子・高齢化問題や高度経済成長期を中心に大量に整備・蓄積された道路・橋梁・

各種施設等の社会資本の維持管理・更新の費用の増大見込み等，国・地方自治体を巡る社

会・経済環境はますます厳しくなっている。このような背景から，今後の地方自治体の適

切な行政運営を確保するための諸制度の改正の論点として，地方自治体における財務報告

制度や監査制度，内部統制システムの見直しが議題としてあがっている。

そこで，今後のわが国における地方自治体財務報告制度改革に関する有効な示唆となる

ように，英国自治体における財務報告の現状を明らかにしたい。なお，考察に際して，単

に簿記的な解説や概念論のみに終始するのであれば，地方自治体における財務報告制度の
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実務上の運用に関して示唆を与えるものとは必ずしもなりえない。それ故，英国の会計規

範（Code of Practice）をベースに，地方自治体監査委員会（Audit Commission：以下，AC）

が比較的高く評価した複数の地方自治体の会計報告書（2008年度版）における会計情報お

よび関連する非会計情報の特徴，情報量，その含意について分析したい。

Ⅱ 会計規範と会計報告書の構成内容

� 地方自治体版SORPと BVACOP

英国自治体の会計基準に関する制定法と会計規範の関係については，すでに別稿にて詳

細に論じた1)。要約すれば，英国地方自治体の財務報告基準を「一般に公正妥当と認めら

れた会計基準の家（House of GAAP）」と同じような階層構造で整理すると，そこでは，

制定法をベースに，会計・監査規則，財務報告基準，実務勧告，その他の適切な会計慣行

の連鎖で財務報告と会計処理の諸基準が構築されていることが理解された。この連鎖で中

心的な役割を果たしていたのが，実務勧告書（Statement of Recommended Practice：以下，

SORP）である。英国自治体における財務報告の運用に関して，2010年�月度までは会計

基準審議会（the Accounting Standards Board：以下，ASB）が民間企業向けに設定して

いる財務報告基準（Financial Reporting Standards：以下，FRS）をベースとしていた。

ただし，ASB は会社の一般目的財務諸表に適用される会計基準を設定しており，地方

自治体において会計基準を有効に機能するために，さらなる会計上の指針として SORP

が策定された。地方自治体版 SORP の策定の主体としてASB により指針の設定が承認さ

れた団体が，勅許公共財務会計協会（the Chartered Institute of Public Finance and

Accountancy：以下，CIPFA）であり，スコットランド地方自治体会計諮問委員会（Local

Authority ScotlandAccountsAdvisory Committee）と共同で自治体版 SORP（具体的には，

Code of Practice on Local Authority Accounting in the United Kingdom）を開発してきた。

他方，SORP ではないものの CIPFA の公式的な報告書であり，1999年地方自治法

（Local GovernmentAct 1999）第23条（Accounts）の要求にもとづき，ステイクホルダー

に対する財務報告に関して適切な慣行（proper practice）を構築するもので，政府の大臣

から正式に承認を受けた会計規範として，ベスト・バリュー会計実務規範（Best Value

Accounting Code of Practice以下，BVACOP）がある。BVACOP によってカバーされて

いる主な領域は以下のとおりである。

① サービスに対する総原価の決定

② 商業会計の維持と組織内の商業活動の業績の開示に対する必要事項の詳述

③ 事業活動における累積コストについてのサービス毎の支出分析（Service
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Expenditure Analysis：以下，SEA）

以上，SORP と BVACOP という会計規範が，英国自治体における会計報告書作成の判

断基準として2010年�月まで機能していた2)。

� 会計報告書の構成と内容

SORP によれば，英国自治体における「会計報告書（The Statement ofAccounts）」は，

【図表�】の記載事項から構成されている。

まず，「主たる単体財務諸表（The Core Financial Statements：以下，FS）」のうち，①

収支計算書（The Income and Expenditure Account：以下，I & E），②貸借対照表（The

Balance Sheet：以下，BS），③キャッシュ・フロー計算書（The Cash Flow Statement）

については，後ほどベスト・プラクティスの中で，2007年度，2008年度�期連続してAC

が�点という最高点を付した Staffordshire Moorlands District Council会計報告書を引用

する3)。

序文

【図表�】会計報告書の構成

会計方針書

会計報告書に対する責任報告書

財務諸表

グループ財務諸表

徴収ファンド，公営住宅損益会計における収支計算書と残高表

付加的な財務諸表

収支計算書，貸借対照表，キャッシュ・フロー計算書，一般ファンド変動計算書，認識済

み総利得・損失計算書

単体の主たる財務諸表

収支計算書，貸借対照表，キャッシュ・フロー計算書，認識済み総利得・損失計算書，単

体の収支計算書の余剰（損失）とグループ財務諸表の収支計算書の余剰（損失）の調整表

注記事項（年金関連を含む）

内部統制あるいは財務に係る内部統制のレビュー報告書

④一般ファンド変動計算書（The Statement of Movement on General Fund Balance）は，

収支計算書の余剰あるいは損失に，制度上あるいは適正な慣行にもとづき一般ファンドに

含められるが収支計算書に計上されない項目（資本的支出等），あるいはその逆の場合の

項目（減価償却費や減損費用等）を加減算し，さらに期首一般ファンド残高を加算して期

末一般ファンド残高を確定するための報告書である4)。⑤認識済み総利得・損失計算書

（The Statement of Total Recognised Gains and Losses）は，英国の一般に公正妥当と認め

英国自治体における会計報告書のベスト・プラクティスに関する分析
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られる会計原則（UKGAAP）にもとづき，固定資産の再評価に伴う評価益や年金の発生

費用あるいは評価益等は収支計算書に反映されないため，認識された利得あるいは損失の

総合計を把握するための報告書である。

次に，「付加的な単体財務諸表（Supplementary single entity Financial Statements）」と

して，特定の分野の取引や残高を管理するために設けられたファンド会計を開示すること

が法令で強制されているものには，公営住宅会計（Housing RevenueAccount）と徴収ファ

ンド（Collection Fund）がある。

前者については，イングランドおよびウェールズにおいて1989年地方自治・住宅法

（Local Government and Housing Act 1989）第�部に準拠して開示されるもので，公営住

宅の収支を明らかにする公営住宅収支計算書と，公営住宅会計の余剰あるいは損失の累計

を示す残高表がある。後者については，徴収自治体（billing authorities）に対してカウン

シル税（the council tax）とノン・ドメスティック・レイト（non-domestic rates）5) に関

する徴収と分配の動きを説明する。

「グループ財務諸表（The Group Accounts）」について，英国自治体で法令等の理由に

より，地方自治体本体の支配のもと，本体とは別の組織で行政サービスの一環を担う場合，

単体財務諸表のみでは，地方自治体全体の経済活動や財政状況などを開示できないため，

グループ財務諸表が必要となる。なお，単体財務諸表と連結財務諸表との収支の差異を明

らかにするため，「単体の収支計算書の余剰（損失）とグループ財務諸表の収支計算書の

余剰（損失）の調整」表を作成する。

次に，主たる単体の基本となる財務諸表�表の具体的な開示制度について，以下言及す

る。

収支計算書

地方自治体の広範な事業の活動コストとその財源を明らかにするものである。開示は，

【図表�】のとおり，異なる行政サービス毎に，総コストから特定補助金（specific grants）

や受益者負担額を差し引き，純サービスコストを計算する区分（A区分），地方自治体全

体に係る収益と費用を開示し，純コストに加減することで純事業コストを計算する区分

（B区分），地方税や一般政府補助金等の収入を開示し，当該年度の純損失あるいは余剰を

計算する区分（C区分）の�つの区分からなる。

また，その特徴は以下のようにまとめられる。

① コストは発生主義ベースのため，固定資産について減価償却費や減損，FRSNO.17

の退職給付会計にもとづく現在サービスコスト等も認識する。

② BVACOP に準拠して，行政サービスコストをセグメント別に開示することで他団
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体との比較可能性が確保されている。

貸借対照表

年金，信託ファンドあるいは第三者のために管理している類似のファンドを除くすべて

の資産・負債を開示するための報告書である。貸借対照表の特徴は，以下のとおりである。

① 資産の配列については，流動性の低い固定性配列法が採用されている。

② インフラ資産およびコミュニティ資産7)を除き，固定資産は期末で時価評価される

ため固定資産の再評価益は再評価積立金として開示されている。

③ 総資産からまず流動負債を控除し，その後に，固定負債を差し引く。その結果差額

として計上される純資産について，再評価積立金や各種準備金の財源を明示する。

英国自治体における会計報告書のベスト・プラクティスに関する分析
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【図表�】収支計算書（Staffordshire Moorlands District Council, 2008）
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純費用総収益総費用注記純費用

2008/092008/092008/092007/08

808(712)1,5201本部サービス976

£000£000£000£000

1,162(502)1,6643高速道路, 一般道路753

10,847(4,118)14,9652文化, 環境,法令,都市計画サービス10,299

2,219(204)2,4235組織管理・議会関連費（CDC）6)2,087

1,378(15,957)17,3354住宅サービス1,280

16,769(21,558)38,3277純サービスコスト15,395

355(65)4206未配分コスト0

896
徴収命令自治体（パリッシュや

町）への税徴収額
972

(151)固定資産売却(益)損39

(819)受取利息・配当(875)

938支払利息および関連費用10

64610ⅲ.年金の利息費用 & 期待運用収益(146)

4住宅会計資本的収入への繰出し10

(475)13ⅸ.その他収益(635)

2420ⅲ.金融商品に関する損（益）(35)

(5,933)徴収ファンドからの繰入(5,858)

16,987純事業コスト14,735

(6,596)ノン・ドメスティ・レイトからの配分(6,327)

(1,223)9一般政府補助金(1,282)

3,235当期(余剰)/損失1,268
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【図表�】貸借対照表（Staffordshire Moorlands District Council, 2008）

£000注記£000

流動資産

31/3/200931/3/2008

(15)差引 償却額0

78

4312無形固定資産：43

13ⅰ有形固定資産

118

2843

財および仕掛品

23,775土地・建物23,294

現金

事業資産

59

0インフラ資産0

6,061

8,524車両・工場・備品6,776

369

32,57930,257

5,42816

280コミュニティ資産187

債権

3,392投資資産3,368

貸倒引当金

13ⅰ非事業資産

(1,326)

2,829余剰資産3,112

4,995

31建設仮勘定18

(1,194)16

(6,017)13ⅰ差引 減価償却累計額・減損(4,093)

7,215

6,2526,498

短期投資

3,11114長期投資5,260

9,867

32,842固定資産合計32,705

8215長期債権103

11,936

1820ⅲ金融派生商品―資産53

47,989

3,211長期性資産合計5,416

総資産47,988

一般ファンド残高1,371

(70)17要求払い借入金・短期借入金(82)

3,220

流動負債

1,11119

(460)当座借越(136)

3,24419

(4,567)18未払金(3,859)

一般ファンド資本積立金

42,892流動負債控除後総資産43,911

使途特定積立金

(5,097)(4,077)

869

020ⅲ金融派生商品―負債(3)

(31)

長期負債

68219

(235)未使用資本的補助金(236)

(12)

(1,206)繰延負債(119)

徴収ファンド（71頁付加的な財務諸表参照）

(2,541)繰延資本的補助金(2,423)

年金積立金

(313)開発者寄付金(362)

(10,809)

(93)契約106条金額(103)

(27)実現負担額(54)

(17,812)10ⅴ.

20,665負債控除後総資産29,802

21

(17,812)10ⅴ年金負債(10,809)

純資産合計29,802

4,29813ⅸ未使用資本的収入4,951

積立金

20,665

3,95313ⅸ固定資産再評価積立金3,686

5913ⅸ繰延資本的収入69

25,14213ⅸ資本調整勘定26,476



  Page 101 11/03/31 14:55

キャッシュ・フロー計算書

【図表�】キャッシュ・フロー計算書（Staffordshire Moorlands District Council, 2008）

2007/08 2008/09
£000 £000 注記 £000 £000

0 (1,809) 長期投資の返却

収益的活動
610 収益的活動における純資金(流入)/流出 23ⅰ. (204)

(2,050) (3,945)

投資のリターンと財務サービス

3,208 資本的活動における純資金流出

資金流出
3 支払利息 4

(1,695)
2,989 資金調達前純資金流出

5 ファイナンスリース利息 91
資金流入

(2,635)

(837) 受取利息 (831)
(829) 財務サービスにおける純資金流入 (736)

資本的活動
資金流出

3,017 固定資産の購入 2,250
2,000 長期投資 0

その他資本的支出 2,250
5,017 資金流入

(758) 固定資産売却額 (794)
(22) その他資本的収入 (12)

(1,029) 資本的補助金―政府 23ⅲ (977)
0 資本的補助金―その他 (112)

2,13423ⅳ短期預金の純増加/(減少)(3,298)
流動資源の管理

資金調達

15借入金返済額0
資金流出

資金流入
504ファイナンスリ−ス元金返済24

0新規借入額(7)
(4)借換え(10)

2,649資金調達における純資金流入出(3,291)

1423ⅱ資金の(純増加額)/純減少額(302)

以下の�つに区分して，キャッシュの流入と流出を明らかにする報告書である。

・ 収益的活動 ・ 合弁事業からの配当 ・ 投資からの回収

・ 資本的活動 ・ 合併と処分 ・ 流動資源の管理 ・ 資金調達

英国自治体における会計報告書のベスト・プラクティスに関する分析
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Ⅲ 英国自治体の会計報告書分析の前提

� 会計報告書の承認および公表時期の実績

地方自治体版 SORP（2008年度版）によれば，イングランドおよびウェールズにおいて，

地方自治体は2009年�月30日までに財務管理者の責任のもと，会計報告書を作成し，議会

の承認をえなければならない8)。

又，1998年度地方自治体監査委員会法（Audit Commission Act 1998）第+条（1）（b）

および2003年会計・監査規則（Accounts and Audit Regulation 2003）第11条（1）と（3）

によれば，2005年度以降，外部監査人は当該年度の翌年+月までに，会計報告書に関する

監査意見を表明しなければならず，その結果を受けて各地方自治体は，原則として監査意

見を付した会計報告書を監査報告書期限と同じ，+月までに公表しなければならない。

2008年度（2008年�月,日が期首）においては，43団体（11％）が法定期限後に会計報

告書を公表しており，そのうち14の団体が2009年+月までに地方自治体間の合併により報

告主体の地方自治体そのものが消滅していた。また，Ellesmere Port and Neston Borough

市は，2009年�月,日に消滅し，Cheshire West and Chester 市に引き継がれて間もない

ため，2009年11月30日になってもまだ，会計報告書が公表されていない状態であった。こ

のように，地方自治体の組織再編が続く英国において，会計報告書をタイムリーに公表す

ることが極めて困難なケースが発生することが理解できる。

なお，ACが指名した英国自治体の外部監査人が監査意見を公表したタイミングについ

て，2008年度の実績は以下のとおりであった9)。

① 2009年+月30日までの法定期限内 ― 334団体（85％）

② 2009年10月1日∼11月30日まで ― 45団体（12％）

③ 2009年11月30日以降 ― 12団体（�％）

法定期限内に監査意見を公表できず，一旦監査未了のままで会計報告書を提出せざるを

えなかった主な理由は，①会計報告書の承認が遅れたため，②監査時に様々な誤謬を発見

したため，③組織再編成で，監査対応の十分なスタッフが不足したため等であった。

以上，英国自治体の2008年度会計報告書と監査報告書の作成・公表の時期と実績を一覧

にまとめたものが【図表�】である。

� 会計報告書分析の母集団

そもそもACをはじめとする外部検査機関が当初実施していた「ベスト・バリュー検査
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（Inspection）」では，地方自治体の個々のサービス分野ごとに詳細な検査や評価しか行わ

れていなかった。しかし，個々の行政サービス水準のみを検証しても，地方自治体自体に

行政サービス向上に関する方針や具体的な計画，住民のニーズを把握する仕組みや資源投

入の優先順位付けがなければ，その地方自治体の行政サービス全体としての質を向上する

ことはむずかしい。

そこで，個々のサービス評価のみを行うのではなく，地方自治体の組織全体としての包

括的な評価を実施する必要性から，全国共通の基準に基づき地方自治体を総合的に評価し，

各地方自治体が-段階に評価され，その成績を一律公開する包括的業績評価制度

（Comprehensive Performance Assessment：以下，CPA）が導入され，さらに2009年�

月より，CPAから包括的地域評価制度（ComprehensiveAreaAssessment：以下，CAA）

へ移行した10)。

CAA における「組織評価（コーポレート・レベル）」では，組織としてのパフォーマ

ンスに対する評価と，CPAでも評価の対象となった「資源の利用（Use of Resource：以下，

UOR）」に関する評価の各々について以下の,∼�点で評価し，総合的に組織評価がなさ

れる。

① ,点：不可（最低限の法的要件を充たしていない）

② �点：可（最低限の法的要件のみを充たしている）

③ �点：優秀（最低限の法的要件を超えている）

④ �点：最優秀（最低限の法的要件をかなり超えている）

この地方自治体の UOR に関して，AC がチェックする項目が10項目（Key Lines of

Enquiry）あり，その中の,項目に，以下の財務報告に関する評価が含まれている11)。

「地方自治体が，様々なステイクホルダーのニーズに合致した財務報告を，適時にかつ

信頼性を確保して行われたか」12)

英国自治体における会計報告書のベスト・プラクティスに関する分析
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【図表�】2008年度会計報告書と監査報告書の公表実績
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上記のステイクホルダーには，住民のみならず地方自治体内部の情報利用者（internal

users）も含まれている。したがって，上記の財務報告に関する評価は，一般目的のため

の財務情報の作成にくわえて，地方自治体の経営管理に必要な情報の作成の有無について

も評価の対象としている。

以上，2008年度の財務報告に関するACの評価の結果，英国自治体の規模別，得点順位

別の団体数は以下のとおりとなった。

11

127

62

1

Districts

・STCC：（Single Tier and County

Councils）一層制か二層制の県レ

ベルの大規模自治体

・Districts：二層制の市レベル



︱
︱
︱
�

�
︱
︱
︱


【図表�】2008年度財務報告に関するCAAの結果（単位：団体数）

�点

�点

STCC

�点

,点

201合計
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7

150

なお，【図表�】と【図表�】の団体合計数が一致していない理由は，【図表�】には，

2009年�月,日に組織再編で，消滅した団体を含めていないからである。

以上，一般目的の財務情報と管理目的の財務情報の双方に関連して，ACによる財務報

告に関する評価の実態が理解できたが，一般目的の財務情報のみの単独の評価が公表され

ていないため，会計報告書の評価の代替的な指標として当該 ACによる評価結果を利用し，

2008年度版会計報告書を母集団として，以下分析をおこなう。

� 会計報告書分析の前提としての情報の区分と分析対象

まず，会計報告書の記載内容の分析にあたり，会計報告書の記載事項について，以下の

�区分に分類する13)。

① 財務諸表情報：

会計情報のメインである「財務諸表」，財務諸表作成の前提としての「会計方針書」

さらには財務諸表の付加的情報としての「注記事項」の�項目

② 記述会計情報：

財務諸表等をもとにした財務分析をメインに記載した「序文」と用語集

③ ガバナンス関連情報：

財務報告制度を補完するガバナンスの諸要素としての非会計情報の「会計報告書に

対する責任報告書」と「内部統制あるいは財務に係る内部統制のレビュー報告書」

上記の財務諸表情報・記述会計情報・ガバナンス関連情報の�区分毎に，以下の分析対
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象（サンプル）に関して具体的な記載内容の特徴について考察していく。

すなわち，財務報告に関するACの評価において，2007年度に�点かつ2008年度に�点

以上の高得点と評価した英国自治体を分析対象とする。具体的に該当する団体は，一層制

あるいは二層制の県レベルの大規模自治体（以下，STCC）で12団体，二層制の市（以下，

District）レベルでは11団体存在した。そこで，「Ⅳ 会計報告書分析の結果」以降では，

当該23団体の2008年度会計報告書をベスト・プラクティスと位置づけて，当該会計報告書

の記載内容を分析するものである。

Ⅳ 会計報告書分析の結果

� 会計報告書の全体の分量

ベスト・プラクティスにおける会計報告書の記載事項について，�区分に分類して分析

する前に，まず�区分（下記の①∼③）と全体の頁数は【図表�】のとおりであった。

また，平均頁数として，①財務会計情報は Districtが58頁・STCC が85頁，②記述会計

情報が District 13頁・STCC 19頁，③ガバナンス関連情報が District 10頁・STCC 18頁，

総平均頁数が District 80頁・STCC 122頁と全体としてかなりの分量であった。

英国自治体における会計報告書のベスト・プラクティスに関する分析
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【図表�】ベスト・プラクティスにおける�区分の頁数 （単位：頁数）
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� 会計報告書における財務諸表情報

財務諸表

ベスト・プラクティスの団体における財務諸表のうち，特に BS と I & Eの金額と各地

方自治体の人口（2008年度の見込み，【図表	】の①）をもとに，主に資産割合の大きな
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【図表	】ベスト・プラクティスにおける I & Eと BSの分析
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固定資産と原価について，以下の比率分析を行った結果，【図表	】の結果となった14)。

（固定資産関連）

② 市民一人当たり固定資産

③ 総資産に占める固定資産比率

④ 固定資産長期適合率（固定資産/(固定負債＋純資産)＊100）

⑤ 社会資本形成の現役世代負担比率（純資産/固定資産＊100）

（原価関連）

⑥ 市民一人当たり総サービスコスト

以下，各比率に関して特徴的な点を言及する。

②については Districtのうち，ロンドンから北東約80 kmに位置する Cambridge City

Councilが5,928ポンド，ロンドンへの通勤圏として栄える Runnymede Borough Council

が3,714ポンドと突出していた。さらに注記を見ると，いづれも固定資産の約�割が公営

住宅で，各々の戸数は前者が7,387戸，後者が2,897戸であった。

③については，概ね�割から+割弱が平均値で，唯一45％と固定資産比率が最小であっ

たのが East Hertfordshire District Councilであった。その主な理由は，当自治体では固定

資産とほぼ同額の69百ポンドを銀行預金と短期投資信託で運用していることに起因してい

た。

安全性分析の一指標である④については，ほとんどの地方自治体で100％を下回ってい

るものの，STCC のうち Peterborough City Councilと Leeds City Councilの�自治体が

100％をやや上回っており，資金繰りがかなり厳しい状態と考えられる。

⑤について，現存する社会資本がどれだけこれまでの世代の負担で賄われたかを示す指

標であり，STCCでは平均約�割がこれまでの世代が負担し残りの�割を将来世代が負担

する構図となっている。他方，Districtでは平均約.割がすでにこれまでの世代が負担し

ており，中には Basingstoke and Deane Borough council や East Hertfordshire District

Councilのように，すべてこれまで世代で負担が完了している地方自治体も見受けられた。

最後に，⑥について，District は平均829ポンド/人，STCC では Districtの約�倍の平

均2,346ポンド/人のサービスコストが費やされていた。また，サービス内容に関しては二

層制の英国自治体では，サービス機能が県（County）と市（District）で機能分担されて

おり，県が教育・社会福祉・都市計画・道路維持，市が住宅・環境・文化等のサービスを

提供しており15)，ベスト・プラクティスの団体では STCC では教育サービス，Districtで

は公営住宅サービスに通常，もっとも費用を費やしていた。なお，District のうち

Cambridge City Councilのみ文化サービスコストが公営住宅サービスコストを上回ってお

り，当該市の特徴が見受けられた。

英国自治体における会計報告書のベスト・プラクティスに関する分析
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会計方針書

会計方針書（a statement of accounting policies）は，会計に関する取引・事象等の認

識・測定・開示における基礎を説明することを目的として作成されるものであり，以下の

場合には必ず記載が求められている。

① 例えばある特定の分野の資産の取得原価が再評価された場合のように，会計慣行が

適用された場合の内容

② 重要性の高い見積り方法の記述

③ 会計方針の変更による，前期の影響

ベスト・プラクティスによれば，ほとんどの団体で，SORP および BVACOP に準拠し

て会計報告書が作成されている点と費用を発生主義で認識している点を記載している。ま

た，主な資産・負債・財源の項目ごとに選択された会計方針の内容，根拠（法令，会計基

準），内訳等が，図表をまじえて記載されている。

さらに，会計方針の平均開示頁数は，Districtで�頁，STCCで13頁で，開示場所は通常，

財務諸表の直前に記載されるが，ベスト・プラクティスの中で財務諸表の後に記載されて

いる団体が Districtと STCCの以下のとおり各々,団体づつ見受けられた。

Cambridge City Council（District），Torbay Borough Council（STCC）

注記事項

注記事項（notes to the accounts）は，財務諸表本体の補足情報であるため，上記で検

討した各財務諸表毎に記載されるもので，ベスト・プラクティスのすべての団体で，該当

する財務諸表の直後に記載され，かつ財務諸表に注記事項の該当番号が記載され参照しや

すいように配慮されている。

またその中において，主たる単体財務諸表の注記事項は【図表
】のとおり，かなり詳

細に記載されている。なお，ベスト・プラクティスによれば，平均頁数は，主たる単体財

務諸表については District で32頁，STCC で51頁，補足財務諸表については District，

STCC ともに�頁であり，グループ財務諸表については Districtで�頁，STCC で-頁で

あった。

多くの団体でかなりの紙面を割いて記載されていた事項は，以下のような固定資産に関

する注記であった。

・固定資産の増減明細 ・有形固定資産の内訳明細 ・固定資産の売却/資本的収入

・固定資産関連契約 ・資本的支出と財源 ・固定資産種類別取得原価と再評価の明細

・ファイナンスリース取引 ・オペレイティングリース取引 ・再評価と減損

また，英国自治体独自の注記事項としては，以下のような注記が記載されていた。
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① 法令で開示が強制されているもの（例えば，1970年地方自治体［財・サービス］法

（the Local Authorities〔Goods and Services〕Act 1970）による他の公的機関への財

貨・サービス提供に係る収入と費用，1972年地方自治法（the Local Government Act

1972）第137条で開示が要求されるチャリティや NPO への支出，1986年地方自治法

-条によるリクルートや広報に関する支出等）

② 会計・監査規則2006年度に基づく職員の報酬テーブル（50千ポンド以上）

③ 貸借対照表やキャッシュ・フロー計算書の遡及修正

④ 地方自治体監査委員会へ支払った監査報酬

⑤ Private Finance Initiativeやその他パートナーシップの計画に関する十分な情報

⑥ 特定目的学校補助金（Dedicated Schools Grant），地域基盤補助金（Area Based

Grant）や損益収支補助金（Revenue Support Grant）等の一般政府補助金 General

Government grantsの内訳

⑦ トラストファンド（Trust Fund）

⑧ 最小損益引当金（Minimum Reserve Provision）：資本調達必要額の最低�％を借

入金返済等として留保することが求められている。

さらに，「Ⅱ 会計規範と会計報告書の構成内容」で説明した BVACOP が要請してい

る以下のような注記情報がある。

⑨ サービス支出分析（SEA）の開示

英国自治体における会計報告書のベスト・プラクティスに関する分析
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① 主たる単体 FS注記 ② 補足 FS注記 ③ グループ FS注記

37 9

2

（District）

23 1

25

① ② ③

East Hertfordshire District Council

25 7

7

39 2

29

28 6

Gedling Borough Council

42 7

2329Hertsmere Borough Council

329South Ribble Borough Council

454Runnymede Borough Council

自治体名

2128South Somerset District Council

Braintree District Council

Basingstoke and Deane Borough council

Castle Point Borough Council

Cambridge City Council

West Lancashire Borough Council

Staffordshire Moorlands District Council

【図表
】ベスト・プラクティスにおける注記事項 （単位：頁数）
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490Shropshire County Council

25Darlington Borough Council
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収支計算書では，支出をサービスの内容毎に区分しているが，地方自治体間の比較可能

性を担保し，またより明瞭な情報を外部に開示するために，各サービスをより詳細な「部

門（Division）」に分解して注記として開示されていた。

⑩ 組織内の商業活動に対する商業会計（Trading Accounts）の開示

地方自治体は運営している商業活動には-つの主なタイプがあり16)，中でもケイタリン

グサービス，市場，廃棄物回収など公衆あるいは第三者との商業活動あるいは取引や，望

めば外部からも自由に購入できる学校あるいは他の予算管理者に対して提供される自由な

内部市場におけるサポートサービス17)の開示が多く見受けられた。

� 会計報告書における記述会計情報

序文

議会や住民への開示を目的とした一般目的財務諸表の解説および説明は，極めて重要な

情報である18)。SORP では，会計報告書の序文（an Explanatory Forword）の作成は必須

としており，会計報告書に関連して不正確な記載や事実誤認のないように留意しなければ

ならないとしている19)。

ベスト・プラクティスによれば，序文において以下のような内容が概ね記載されていた。

① 2008年度の財務的なトピックス

② 重要な会計方針の変更内容

③ 重大な年金資産・負債の簡単な説明

④ 損益会計と資本会計の各々の当初予算額（Original Budget）と実績額（Actual）

及びその差異（Difference）

⑤ 予算額と実績額の差異の内容の説明

⑥ 財政状態に関する包括的な説明（重要な資産の取得，重要な負債の発生を含む）

⑦ 財務管理責任者の財務諸表に対する適正意見の表明

⑧ 会計報告書が承認された日時と事実の表明（監査会計委員会あるいは監査ガバナン

ス委員会委員長のサインを付す場合がある）

また，序文の前に年次報告として地方自治体の組織構造や中期目標・戦略や首長からの

メッセージを記載している地方自治体も，複数見受けられた。ベスト・プラクティスにお

ける序文の平均頁数は，Districtで�頁，STCC で10頁とそれなりの頁数となっていた。

� 財務報告制度を補完するガバナンス関連情報

年次ガバナンス報告書

年次ガバナンス報告書（Annual Governance Statement：以下，AGS）は，英国地方自
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治体の会計報告書（a Statement of Accounts）の一部をなし，2007年度以前までは「内部

統制あるいは財務に係る内部統制のレビュー報告書（Statements on reporting reviews of

internal controls and internal financial controls）」として公表されていた20)。作成の法的根

拠はイングランドの地方自治体では，2006年会計・監査規則第�条（2）に，またウェー

ルズについては，2005年会計・監査（ウェールズ）規則の第�条（2）にもとめられる。

AGS 作成の背景として，英国自治体に関するコーポレート・ガバナンスの基本原則が，

民間部門で培われた原則をもとに公的部門の状況を反映するかたちで進化してきたことが

挙げられる21)。現在，英国自治体におけるコーポレート・ガバナンスに関して，指針レベ

ルの CIPFA/SOLACEの『ガバナンス・フレームワーク』22) においてコーポレート・ガ

バナンスの�つの基本原則（Core Principles）が設定されており，さらに補足原則

（Supporting Principles）が基本原則を補完し，地方自治体の自主性を重んじつつコーポ

レート・ガバナンスの枠組みが提示されている23)。

現在，当該報告書は，SORP において，その具体的な内容と様式が定められており，す

べてのサンプルにおいて，以下の-項目が盛り込まれていた。

① 内部統制システムを含む健全なガバナンスのシステムが存在することを確保する責

任の範囲の明示。

② 地方自治体のガバナンスを構成するシステムとプロセスの保証水準の指摘。

③ ガバナンスのフレームワークに関する主要な要素の簡潔な記述。

英国自治体における会計報告書のベスト・プラクティスに関する分析
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【図表10】ベスト・プラクティスにおける序文等の記載ボリューム （単位：頁数）

① 年次報告書，首長からのメッセージ ② 序文
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④ ガバナンスの取り決めの有効性をレビューする際に適用されているプロセスについ

ての簡潔な記述（執行部，監査委員会／監督・監視委員会／リスクマネジメント委員

会，基準委員会，内部監査等の役割を含む）。

⑤ 重要なガバナンス上の諸課題に対して，採択されあるいは提案された行動に関する

概要および承認済みのアクション・プラン。

当報告書の末尾には，イングランド・ウェールズ・北アイルランドの場合には，首長

（Leader）と事務総長（Chief Executive）の署名がなされていた。なお，スコットランド

の場合には，財務管理責任者（Chief FinancialOfficer；以下，CFO）の署名が必要であり，

さらに事務総長の署名を記載する場合もある。

ベスト・プラクティスにおけるAGS の記載ボリュームについては，Districtで平均+頁，

STCCで平均17頁が割かれていた。

会計報告書に対する責任報告書

すべてのサンプルにおいて，会計報告書に対する責任報告書（a Statement of

Responsibilities for the Statement of Accounts）には，SORP が記載を要求している地方

自治体の責任と CFO の責任についての以下の記述が含まれており，CFO の署名がなさ

れていた24)。

（地方自治体の責任）

① 地方自治体は，財務に責任を有する職員を確保する。これは，1972年地方自治法の

第151条において，地方自治体に財務管理（Financial Management）の責任者を設置

することを求めていることに起因する。

② 地方自治体は，資源の利用における経済性・効率性・有効性を確保し，資産を保全

するために事業を管理する。

③ 地方自治体は，会計報告書を承認する。

（CFOの責任）

① SORP に記載された適正な実務慣行に準拠した会計報告書を準備する。

② 適正な会計方針を選択し，継続して適用する。

③ 合理的な判断および評価をおこなう。

④ 適正な会計記録をつける。

⑤ 不正及び誤謬に対する事前および事後の合理的な手段を講じる。
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Ⅵ む す び

英国自治体における2008年度の会計報告書に関して，その開示内容や特徴，各構成内容

の分量等について，SORP を参照しつつ分析した。その結果，以下の点が明らかとなった。

まず，財務報告制度の前提として，�つの英国自治体会計に関する実務規範（SORP と

BVACOP）の存在と，地方自治体におけるコーポレート・ガバナンスの観点から，会計

報告書の中に，AGS と「会計報告書に対する責任報告書」というガバナンスの諸要素が

組み込まれている点が明らかとなった。

つぎに，ベスト・プラクティスに基づく STCC と Districtの BS と I&Eの財務諸表分

析の特徴点は，前者の市民一人当たりの固定資産残高が後者の�倍でありその結果，将来

世代の負担の割合が約�割と後者の約�倍となっている点とサービスコストの機能別分類

として，前者が教育サービスに，後者が公営住宅サービスに最も経費を費やしている点に

あった。

また，公表された会計報告書の量的な側面については，平均頁数が比較的規模の大きな

地方自治体である STCC レベルで121頁，District（市）レベルで80頁とかなり充実して

おり，中でも注記事項（財務諸表情報）と序文（記述会計情報）が，全体の半分以上を占

めて，財務諸表本体を詳細に補足している点がかなり特徴的であった。

今後，わが国の自治体財務会計制度の改革においても，類似団体とのより詳細な財務比

較可能性を担保しつつ，コーポレート・ガバナンスを十分に斟酌した英国財務報告制度が

大きな示唆を与えるものと期待できる。

【注】

1）わが国では通常，業種別会計というイメージで認識される特定領域の実体に関する会計の指

針が，英国では SORP として設定されている。地方自治体版 SORP については，遠藤尚秀，石

原俊彦「英国地方自治体の財務会計基準設定に関する考察―CIPFA により設定された SORP

を中心として―」『ビジネス＆アカウンティングレビュー』第�号，2009年�月を参照のこと。

2）2010年�月から，英国自治体における公会計規範は，FRS の国内基準をベースとした SORP

から国際財務報告基準をベースとした会計規範へと変更している。

3）Staffordshire Moorlands District Councilの会計報告書については，以下の URLから入手し

た。

http://www.staffsmoorlands.gov.uk/site/scripts/download_info.php?fileID =6473

4）英国自治体会計はファンド会計と呼ばれ，目的毎にファンドが設定され，会計報告がなされ

る。「一般ファンド」は，英国自治体会計の中心をなすファンドであり，地方税需要額を決定

するものであり，住宅会計等は含まれない。詳細は，CIPFA/LASAAC Joint Committee, Code

of Practice on Local Authority Accounting in the United Kingdom 2009, CIPFA, May 2009, pp.
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83-84. を参照。

5）「ノン・ドメスティック・レイト」は，居住用資産以外の資産（工場等）に課せられる税金で，

1990年より国税化され，一旦国庫に納付された後に地方自治体に配分される。

6）CDC(Corporate Democratic Core)とは,BVCOPにおいて｢DRM(Democratic Representation

& Management：議員関連費用）と CM（Corporate Management：組織全体のインフラおよ

び公的説明責任関連費用）という�つのサービス分野を含むコスト」として定義され，議会制

民主主義における必要コストとして別記されている。CIPFA, Best Value Accounting Code of

Practice 2008, CIPFA, December 2008, p. 2.33. を参照。

7）「コミュニティ資産」とは，例えば公園や歴史的な建造物のように，地方自治体が永久に保

有する意図で所有し，耐用年数が決定できない資産をいう。

8）CIPFA/LASAAC Joint Committee, op. cit., p. 5.

9）Audit Commission, Auditing the accounts 2008/09, December 2009, p. 8.

10）CAA においては，地方自治体の組織的評価（Organisational Assessment）のみならず，地

域評価（Area Assessment）もあわせて実施されることとなった。

11）CPAおよび CAAにおいて，外部監査人が各地方自治体の「資源の利用」を評価する際の判

断規準として利用するのが KLOE（Key Line of Enquiry for use of resource）である。CPAに

関しては，石川恵子「英国における VFM 監査の制度と運営の現状」『企業会計』Vol. 59，

2007年+月を参照。

12）Audit Commission, Use of Resources Framework ̶ Overall approach and key lines of enquiry,

October 2009. P. 12.

13）平松一夫『年次報告書会計』中央経済社，1986年�月の米国年次報告書における会計情報の

分析方法を参考にした。

14）ベスト・プラクティスとして取り扱った各地方自治体の人口については，Office for national

statisticsの以下のホームページから，Table 8 Local Authority selectod age groups 2008（27

August 2009）をダウンロードして参照した。

http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_population/Mid_2008_UK_England_&_Wales_

Scotland_and_Northern_Ireland_27_08_09.zip

15）㈶自治体国際化協会「英国の地方政府改革の系譜」2006年,月，�頁。

16）CIPFA, op. cit., p. 2.27.

17）BVACOPの付録 Aによれば，例えばビル修繕に関して自治体内部の InTOsと自治体自身が

契約を締結する場合の事例が示されている。

18）英国地方公会計における記述情報に関しては，CIPFA, Narrative Reporting : A Public

Services Perspective, CIPFA, 2009. が参考となる。

19）CIPFA/LASAAC Joint Committee, op. cit., p. 5.

20）Ibid., p. 5.

21）遠藤尚秀「英国地方自治体のコーポレート・ガバナンス―CIPFA/SOLACEによるガバナン

ス・フレームワークの検討―」『ビジネス＆アカウンティングレビュー』第-号，2010年�月。

22）CIPFA/SOLACE, Delivering Good Governance in Local Government, Framework, CIPFA,

June 2007. 翻訳書としては，石原俊彦監訳，新日本有限責任監査法人訳『地方自治体のパブリッ
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ク・ガバナンス』中央経済社，2010年�月を参照した。

23）詳細については，CIPFA/SOLACE, Delivering Good Governance in Local Government,

Guidance Note for English Authorities, CIPFA, 2007. を参照。

24）CIPFA/LASAAC Joint Committee , op. cit., p. 181.
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